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定期監査結果報告 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により同条第１項及び第２項に規定する

事務の監査を実施したので、同条第９項の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

  １ 監査執行年月日  平成２５年３月２８日（木） 

 

  ２ 監査対象部局  総 務 部 

・財 政 課 

             建 設 部 

             ・建 設 課 

 

  ３ 監 査 結 果 

    歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の

執行について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況

についての監査を実施した結果、監査を行った範囲内において適正に処

理されていた。 

   【財 政 課】 

市有財産の効率的かつ効果的な利活用の推進に向け、現在保有する行

政財産をも含んだ未利用地及び利用効率の低い市有財産の精査を進める

とともに、制度に基づく適切かつ迅速な処分を推進されたい。 

   【建 設 課】 

     各種の工事や事業計画においては、現実として突発事象等によりやむ

を得ない状況も発生するものと推察するが、工期の延長や契約金額の積

み増し等による変更契約を安易に締結することのないよう、設計段階や

計画段階におけるより一層の精査に努められたい。 


